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【 発  行 】 

第 21回地本定期大会を開催！地本統合など１年間の方針を決定！ 

１１月 5日（土）ホテル法華クラブ函館にて、渡島

地方本部第２1回定期大会を開催し、向こう１年間の

運動方針と当面の闘争方針などを確認しました。 

本大会は、1総支部・１8単組から代議員５７名、

傍聴５名、次年度の統合を見越し檜山地本より、石井

副執行委員長、藤井書記長が参加した。 

冒頭、川村執行委員長が「昨年は越年した確定闘争

から始まり、参議院選挙、原発再稼働問題、松前病院

対策など様々な課題に取り組んできた。組強課題では

檜山地本との統合を具体化する１年となる。近年、青

年部が活性化しており、単組役員の動きの見える組合

活動の展開をお願いしたい。」とあいさつを述べた。

来賓からは道本部・三浦書記長、連合渡島地協の荒木

会長、おおさか衆議院議員、道南平和運動フォーラム

相澤代表等、多数の方々からあいさつをいただいた。 

本大会では、201６年度運動方針の総括や会計等の

報告をし、議案審議では 201７年度運動方針（案）、

会計予算（案）、檜山地方本部等の統合、当面の闘争

方針（案）などを審議し、満場一致で承認可決された。 

質疑については、一般経過報告で１本、運動方針で

２本の全体で３本の質疑がありました。 

 

【挨拶をする川村委員長】 

 
 

【道本部 三浦書記長】 

 

 

本大会では、201６年度運動方針の総括や会計等の

報告をし、議案審議では 201７年度運動方針（案）、

会計予算（案）、檜山地方本部等の統合、当面の闘争

方針（案）などを審議し、満場一致で承認可決された。 

質疑については、一般経過報告で１本、運動方針で

２本の全体で３本の質疑がありました。（詳細は次頁） 

なお、今大会で高畠書記次長、阿部執行委員、若狭

衛生医療評議会議長が退任し、新たに知内町職より佐

藤執行委員が選任された。退任される役員の方お疲れ

様でした。 
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【松前町労連 東館代議員】 

 

 

【森町職労 丹崎代議員】 

 

 

【全道庁渡島総支部 山田代議員】 

 

 

署名に係る協力要請をする 

 松前病院労組 奥井委員長 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一経過報告】 

（松前町労連・東館代議員）町立松前病院において、医師の退職が

止まらず、１０月時点で４人となり、診療体制の見直しを余儀なく

された。町労連としても何か出来ないかを考え、道本部、地本と連

携する中で町内全戸署名を計画している。各単組のご協力をお願い

いたします。 

（執行部答弁）松前病院問題については、地域医療。雇用を守る観

点からも非常に重要な問題と認識している。本日緊急的に署名に係

る協力を提起する。全単組の協力をお願いしたい。 

 
【運動方針では】 

（森町職労・丹崎代議員）徳永・えさき必勝にむけ取り組みを進めて

きたが、愕然とした結果であった。名前を伝えることに労力をさき、

なぜ政治闘争を行うか？を学ぶ必要がある。町長選においても選挙に

たいする恐怖心はあったが現職支援を確認してきた。最後に臨時・非

常勤の処遇改善について、日額から月額への要求しているが当局の回

答は最低賃金や他町の単価を参考にという回答だった。横のつながり

を意識し運動を行っていきたいので、管内単組においては情報提供等

お願いしたい。 

（全道庁労連・山田代議員）6月 23日に闘争委員会を開催し、人勧

期から確定期までの方針を確定してきた。道人勧の増額改定は主体的

判断としては評価できるものである。今闘争期ではこの間削減された

人員や賃金を取り戻すたたかいをすすめていく。11月 17日はスト

配置を行い交渉に臨む。スト決行時には激励のあいさつをお願いした

い。 

（執行部答弁）全道庁労連ではこの間、各闘争期に闘争態勢をしっか

りと確立し運動を展開している。このことは、管内の町村単組では行

われなくなってきてはいるが、ストをするのではなく、配置をして、

しっかりとたたかうことが重要である。全道の運動に学んでいきた

い。スト決行時には各自治体にある道の出先機関において抗議集会が

開催されますので、各単組ご協力をお願いしたい。 

森町は選挙期間中組合員宅オルグや退職者会対策等、様々な取り組

みを行っていたと認識しております。結果として票数はでなかったか

も知れませんが、視点を変えれば単組執行部や青年部が主体的に担う

ことにより単組の組織強化にはなったと確信しており、決して無駄で

はなかったと思っておりますので、今後も頑張っていただければと思

います。臨時非常勤の処遇改善の取り組みついては発言にあったとお

り、各単組地本への情報を集め、各単組へ集約状況等お返ししますの

で、各単組ご協力をお願いしたい。 

 

採決終了後、松前町地域署名を緊急提起し、松前町病院労組奥

井委員長より全体へ署名協力のお願いのあと、川村執行委員長の

団結ガンバロウで本大会が終了した。 

本定期大会に参加のみなさん、大変ご苦労様でした。 

向こう１年間、渡島地方本部、団結して頑張りましょう！ 

 


